
１.緑地保全定例活動

(1)大谷緑地保全地域 1 H10年地域を皆伐しH30年地域の萌芽更新（H30年1月～）を実施する

（順次下草刈り、間伐を定例活動等で進めて林床観察する）

2 H28年地域の萌芽更新後の管理強化（林床観察と下草刈り）

3 下草刈り（場所と時期を勘案して）継続

4 赤道、作業道の保守補修と杭とﾛｰﾌﾟの更新

5 飛地の道作りと林内整理、境界線と赤道明確化

6 H16年,H18年,H20年,H22年,H24年,H26年地域の適正間伐

7 ﾀｲﾑﾘｰな自然観察の継続

8 枯損木の処理推進

9 保全地域北側道路沿いの整備(隣接住宅開発地）と植樹

10 各種研修の受入れ（環境学習ﾘｰﾀﾞ,三菱UFJ財団）

(2)暁町緑地保全地域 1 二次林地域内の下草刈り、間伐

2 二次林地域植樹場所を西へ拡張継続する

3 旧庭園跡の樹木の剪定

4 二次草地の外来種の抜き取り

5 実生育成畑内の実生苗育成管理

(3)中野山王緑地 1 竹林の整備（G,F地区）；柵の新設と補修で伐倒竹を収納整理する

2 下草刈り（E,H地区）を継続し実生の保護と植樹を実施する

3 E,H地区はｸﾇｷﾞ,ｺﾅﾗその他雑木林を育成する

4 竹林（G,F地区）内の枯損木の処理

(4)粟の須緑地 1 竹林（真竹）1,2内の林内整理

2 雑木林1,2の下草刈り・間伐と実生保護

(5)大和田緑地 1 下草刈りと林内整理

2 活動範囲は道路沿いを主とする

(6)大谷斜面緑地 1 下草刈りと間伐

2 範囲は西端の一区画のみを都度実施
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